
国 土 交 通 省 平成１６年６月２４日

滋 賀 国 道 事 務 所 配付日時

１５：００

資 料 配 付

件 名 道路の異常情報の提供に関する覚書について

別紙のとおり

概 要

取 り 扱 い

資料配布先 滋賀県政記者クラブ 6/29午前１０時から大津郵便局に

おいて調印式を行います。

国土交通省 滋賀国道事務所（０７７－５２３－１７４１代表）

問い合わせ先 管理第二課長 塩見 教一（内線４４１）



郵便配達員の皆さんから道路異常情報を通報して頂くことになりました 

 

滋賀国道事務所は県内の一般国道１号、８号、２１号、１６１号の４路線約２

５０ｋｍの道路管理を行っています。より安全で快適な道路交通を確保するた

め、日常の道路パトロールにより道路路面等の状況を把握し、穴ぼこや落下物

等の異常を発見した場合は速やかに適切な対応を図っているところです。 

しかしながら、１日１回の道路パトロールという管理レベルであり、異常事象

の早期発見には限界もあります。 

この度、大津中央郵便局を代表として県下３５の郵便局と『道路の異常情報に

関する覚書』を交わすことになりました。 

これは、郵便局員の方が郵便配達時等に道路の異常を発見した場合、その情報

を滋賀国道事務所に通報して頂くという協力関係をつくることで、道路管理者

のより迅速な対応を図ろうとするものです。 

郵便配達員の皆様方からの情報提供はボランティア活動として行って頂くもの

ですが、このようなことをつうじて、郵便集配業務に携わる皆さんも含めて道

路利用者の皆さんに安全安心な道路サービスが提供できることを期待している

ところです。 

 

なお、下記にて大津中央郵便局長と滋賀国道事務所長が覚書の締結を交わす

こととしています。 

 日時：平成１６年６月２９日（火）午前１０時 

 場所：大津中央郵便局 

     






